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家庭の教育費負担の軽減を図り、高校生等が、家庭の経済的理由で進学や卒業をあきらめる

ことがないよう支援する返済不要の「給付型奨学金」です。9月30日に締め切った一次募集の申

請に間に合わなかった人等について、再度申請を受け付けます。 

 

１ 期 間 

令和７年１１月１１日（火）～令和８年1月30日(金)必着 

 ※家計急変による申請も、令和８年1月３０日(金)必着です。 

 

2 内 容 

返済不要の奨学金を、次の要件を満たすすべての高校生等に給付します（成績要件なし）。 

 

(1)対象要件  

① 高等学校等対象校に在学し、学業を継続する意思がある人 

※特別支援学校は対象ではありません。 

② 保護者等が令和7年7月1日現在、岡山市内に居住している人 

③ 経済的理由により修学が困難な人で次のいずれかの世帯の人(但し生活保護受給世帯、    

児童入所施設措置費の支弁対象となっている人は対象となりません。) 

ア 保護者等全員の令和7年度市民税所得割額が0円である世帯の人 

  ※今年度から世帯員全員ではなく、保護者等のみの所得が要件となりました。 

イ 家計急変により保護者の収入が減少し、令和８年度の市民税所得割額0円相当になる

と認められる世帯の人 

④ 在学している学校に入学または編入学した年度の4月1日時点の年齢が17歳以下の人 

※一次募集で給付申請をした人には、10月末までに審査結果が届いています。給付が決定

された人は二次募集の対象となりません。 

 

 (2)給付額 年額60,000円 (通信制 37,000円) 

 

3 申請受付 

〇岡山市こども福祉課まで郵送または持参で 

 

（次ページあり） 

令和７年度岡山市給付型奨学金の 

二次募集を行います 



 

 

４ その他  

〇詳しくは別紙にてご確認ください。 

〇募集要項・申請書は岡山市のホームページからダウンロードできます。 

〇本制度は、子どもの貧困対策として令和２年度に創設したものです。 

成績要件や人数制限を設けず、市民税所得割非課税世帯（生活保護世帯を除く）のすべての

高校生等に給付し、返還不要の制度です。 

〇これまでの給付人数は次のとおりです。 

   令和２年度  ８５１人 

   令和３年度  ８９６人 

令和4年度  921人 

令和5年度  973人 

令和6年度 1132人 

〇令和７年度の一次募集での申請者９８６人については、すでに審査結果を通知しています。(申

請月の翌月に決定通知書を送付。申請月の翌々月に振り込み。) 

〇10月以後に家計急変事由で申請された方及び今回の二次募集で申請される方についても、

申請月の翌月末を目途に審査結果を通知し、要件に該当する人には申請月の翌々月末を目途

に奨学金を振り込みます。  

 

 
【問い合わせ先】                  
岡山市 こども福祉課  森川、武  直通086-803-1221 内線4781・4782 

 




